
 

生 活 福 祉 資 金 の 

  ご 案 内   

 

 

 

生 活 福 祉 資 金 は、低 所 得 世 帯 や高 齢 者 ・障 害 者 世 帯 などへ  

一 時 的 に資 金 を貸 し付 けることを通 じて、  

世 帯 の自 立 支 援 を図 ることを目 的 としています。  

お貸 付 けにあたりましては、返 済 計 画 も含 め、  

事 前 に十 分 なご相 談 をさせていただきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会 

生活福祉資金の福祉費には、生業を営むための経費、技能習得に必要な経費、

福祉用具や身体障害者自動車を購入するために必要な経費、医療サービスや介護

サービスに必要な経費、災害を受けたことによる臨時的な経費、冠婚葬祭や住居の移

転等に必要な経費など、生活上一時的に必要となる経費などがあります。ご相談内

容をまずお聞かせください。 

 

なお、緊急一時的に必要な経費（緊急小口資金）、修学に必要な経費（教育支援

資金）、失業や減収に伴う生活再建に必要な経費（総合支援資金）につきましては、

別途ご案内のリーフレットを用意しておりますので、併せてご参照ください。 



生活福祉資金 （福 祉 資 金 ）のごあんない 
 

生活福祉資金は低所得世帯、障害者や日常生活上療養または介護を必要とする高齢者のいる世帯などに対し

て、資金の貸付と必要な援助を行うことによって、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的としています。 

 

1 生活福祉資金（福祉資金）について 

① 資金の貸付は福祉費と緊急一時的な生活困難に対応する緊急小口資金があります。 

② 各資金にはそれぞれに貸付の条件・基準があります。 

③ 資金を借りる際、世帯状況を把握するため、原則として担当地区民生委員による面接が行われます。また、

貸付から返済完了の過程で、民生委員が支援を行います。 

④ 他に資金を用意する手立てがある場合はそちらを優先していただきます。また、すでに支払いが終わっている経

費や、購入等の契約が済んでいる経費は貸付対象になりませんのでご注意ください（＊葬儀費用は除きます）。 

 

2 ご利用いただける世帯 

下表のいずれかに該当する世帯で、他からの借入れが困難な場合で、かつ貸付審査により返済の見込みがあ

ると判断された世帯に貸付を行います。 

低所得世帯 世帯の総収入が一定の収入基準を超えないこと 

（概ね生活保護法に基づく生活扶助基準の 1.7倍程度） 

障害者世帯 「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けた

方等が属する世帯 

高齢者世帯 ６５歳以上の常時介護を要する、療養が必要である高齢者がいる世帯 

生活保護受給世帯 生活保護を受給中で、福祉事務所長の許可を得た世帯 

＊いずれの資金も「低所得である」、「障害者がいる」という理由だけでお貸付けできるものではありません。 

＊生活福祉資金は「個人」への貸付ではなく「世帯」への貸付けという趣旨で運営しています。 

＊暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条 6 号に規定する暴

力団員が属する世帯は借入申込みができません。 

 

① 神奈川県内に住民票があり、居住している事実を確認できる方が対象です。 

② 外国人の場合は、外国人登録が行われていて、在留資格が確認できること（在留カードの提出）、将来とも

日本国内で永きにわたり住み続ける見込みがあることが必要です。 

③ ひとり親世帯等の方は、まず「母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度」をご利用ください。お問い合わせは各市

区町村になります。 

④ 原則として、連帯保証人が必要です（緊急小口資金を除く）。 

ア 原則として、同じ県内に居住する方。 

イ 日ごろから申込者へ相談援助され、申込者よりも収入が高い方（本資金の収入基準以上）。 

ウ 現在、生活福祉資金の債務者ではないこと。申込者とは別生計であること。 

※連帯保証人が立てられない場合もお申込みいただけます。窓口でご相談ください。 

※連帯保証人がいない場合、貸付利率は 1.5%となります（連帯保証人がいる場合は貸付利子なし）。 

 

 
☆ 連帯保証人とは、貸付を受けた方と連帯して債務の返済を実施していただく方のことです。 

☆ 借受世帯が返済困難な状況にあるときは、債務を履行することに同意していることが必要です。 



3 相談・借入申込みから返済まで 

① 相 談  お住まいの市区町村にある社会福祉協議会または民生委員にご連絡ください。 

    
② 申込書類の準備  借入申込書に記入し、資金種類に応じて必要な書類を準備してください。（書

類の種類は資金ごとに異なります。窓口にお問い合わせください。） 

    
③ 申 込  借入申込書、必要書類を市区町村の社会福祉協議会に提出してください。必

要な書類は相談内容により追加して提出を求める場合もあります。 

    
④ 貸 付 審 査  貸付について審査を行います。審査の結果により貸付できない場合もあります。

（審査内容等についてはお答えできません。） 

    
⑤ 貸 付 決 定  ご本人及び貸付関係者（連帯保証人、連帯借受人、担当民生委員）全てに

文書で通知します。 

    
⑥ 借 用 書 作 成  借用書に、借受人、連帯借受人、連帯保証人、法定代理人（未成年者が借

受人の資金に限る）全ての自筆の署名、実印の押印のうえ、印鑑登録証明書と

ともに、市区町村社会福祉協議会へ提出してください。 

    
⑦ 資 金 交 付  資金交付を受けた後、身体障害者自動車購入費及び住宅改修費等について

は、必ず購入、支払いをした内容を証明する書類を提出してください。 

    
⑧ 返 済  据置期間後に返済開始になります。計画期間にご注意ください。 

    
⑨ 返 済 完 了  借用書を借受人に返還します。完了のお知らせを貸付関係者（連帯保証人、

連帯借受人、担当民生委員）に文書で通知します。 

 審査の都合上、③申込から⑦資金の交付まで１か月以上かかることもあります（緊急小口資金を除く）。 

 事業の目的遂行に必要な範囲に限り、関係機関・者に対して、個人情報を提供し、提供されることがあります。申込時に

同意書に署名をいただきます。 

ご注意ください！ 

 貸付審査により貸付の目的を達成する見込みがなく、返済も困難であると判断した場合には、資金の貸付
は行いません。また、借入申込書及び添付書類の記載事項や内容について、関係機関に照会を行った際
に、事実と相違があった場合も貸付不適当と判断する場合があります。 

 現在、本会及び他都道府県社会福祉協議会が貸付けている生活福祉資金等の連帯保証人になってい
る方や、借入をして返済が終了していない方は申込できません。 

 虚偽の申請、不正な手段により貸付を受けた場合や、借り受けた資金の使途を勝手に変更したり、他に流
用した場合には、資金の全額または一部を即時に返還していただくこともあります。 

 貸付の可否にかかわらず、提出いただいた書類の返却は行いません。 

 

4 貸付金の返済について 

① 元利均等の月額返済です。 

② 貸付金の利子は無利子です。ただし、連帯保証人がいない場合は 1.5%となります。 

③ 返済開始前に計画書をお渡しします。（返済計画は借入申込時に決めます。） 

④ 返済方法については、ご指定の口座からの引き落とし、またはゆうちょ銀行からの払込みとなります。 

⑤ 借用書にある返済期限を過ぎても返済が完了しない場合、すべての資金において残元金に 5.0%の延滞利子

が発生します。 



名　　　称 電話番号 名　　　称 電話番号

横浜市社会福祉協議会 　 ０４５－２０１－８６１６ 　 横須賀市社会福祉協議会 ０４６－８２４－３４３５

鶴見区社会福祉協議会 ０４５－５０４－５６１９ 平塚市社会福祉協議会 ０４６３－２１－８８１３

神奈川区社会福祉協議会 ０４５－３１１－２０１４ 鎌倉市社会福祉協議会 ０４６７－２３－１０７５

西区社会福祉協議会 ０４５－４５０－５００５ 藤沢市社会福祉協議会 ０４６６－５０－３５２５

中区社会福祉協議会 ０４５－６８１－６６６４ 小田原市社会福祉協議会 ０４６５－３５－４０００

南区社会福祉協議会 ０４５－２６０－２５１０ 茅ヶ崎市社会福祉協議会 ０４６７－８５－９６５０

港南区社会福祉協議会 ０４５－８４１－０２５６ 逗子市社会福祉協議会 ０４６－８７６－６２２２

保土ヶ谷区社会福祉協議会 ０４５－３４１－９８７６ 相模原市社会福祉協議会 ０４２－７５６－５０３４

旭区社会福祉協議会 ０４５－３９２－１１２３ 相模原市社協（南区事務所） ０４２－７６５－７０６５

磯子区社会福祉協議会 ０４５－７５１－０７３９ 相模原市社協（緑区事務所） ０４２－７７５－８６０１

金沢区社会福祉協議会 ０４５－７８８－６０８０ 三浦市社会福祉協議会 ０４６－８８８－７３４７

港北区社会福祉協議会 ０４５－５４７－２３２４ 秦野市社会福祉協議会 ０４６３－８４－７７１１

緑区社会福祉協議会 ０４５－９３１－２４７８ 厚木市社会福祉協議会 ０４６－２２５－２９４７

青葉区社会福祉協議会 ０４５－９７２－８８３６ 大和市社会福祉協議会 ０４６－２００－６１７７

都筑区社会福祉協議会 ０４５－９４３－４０５８ 伊勢原市社会福祉協議会 ０４６３－９４－９６００

戸塚区社会福祉協議会 ０４５－８６６－８４３４ 海老名市社会福祉協議会 ０４６－２３５－０２２０

栄区社会福祉協議会 ０４５－８９４－８５２１ 座間市社会福祉協議会 ０４６－２６６－２０２５

泉区社会福祉協議会 ０４５－８０２－２１５０ 南足柄市社会福祉協議会 ０４６５－７３－１５７５

瀬谷区社会福祉協議会 ０４５－３６１－２１１７ 綾瀬市社会福祉協議会 ０４６７－７７－８１６６

川崎市社会福祉協議会 ０４４－７３９－８７１６ 愛川町社会福祉協議会 ０４６－２８５－２１１１

川崎区社会福祉協議会 ０４４－２４６－５５００ 清川村社会福祉協議会 ０４６－２８７－１１１８

幸区社会福祉協議会 ０４４－５５６－５５００ 葉山町社会福祉協議会 ０４６－８７５－９８８９

中原区社会福祉協議会 ０４４－７２２－５５００ 寒川町社会福祉協議会 ０４６７－７４－７６２１

高津区社会福祉協議会 ０４４－８１２－５５００ 大磯町社会福祉協議会 ０４６３－６１－９３９０

宮前区社会福祉協議会 ０４４－８５６－５５００ 二宮町社会福祉協議会 ０４６３－７３－０２９４

多摩区社会福祉協議会 ０４４－９３５－５５００ 中井町社会福祉協議会 ０４６５－８１－２２６１

麻生区社会福祉協議会 ０４４－９５２－５５００ 大井町社会福祉協議会 ０４６５－８４－３２９４

※横浜市・川崎市にお住まいの方は区が窓口です。 松田町社会福祉協議会 ０４６５－８２－０２９４

山北町社会福祉協議会 ０４６５－７５－１２９４

開成町社会福祉協議会 ０４６５－８２－５２２２

箱根町社会福祉協議会 ０４６０－８５－９０００

真鶴町社会福祉協議会 ０４６５－６８－３３１３

湯河原町社会福祉協議会 ０４６５－６２－３７００
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ご相談はお住まいの市区町村社会福祉協議会へ！


	生活福祉資金のご案内
	―市区町村(裏面）

